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第 ７回 総 会 
(17年度報告･18年度計画議案) 

 
 
 
 
日 時：平成１8年 5月 29日（月）午後 1：00～2：00 
 
会 場：横須賀市生涯学習センター・第 3学習室 
 
所在地：横須賀市西逸見町 1-38-11 
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総会次第 

 

司 会 ····多田邦子 
 
１ 開会の言葉 ······························································本間 諭 
 
２ 代表挨拶··································································奧山勝英 
 
３ 資格審査··································································多田邦子 
 
３４ ·················································議長着席 代 表 

奧山勝英 
 
 
５ 議事 

第１号議案 平成１７年度事業報告 ····························本間 諭············· 3P 
 
 
第２号議案 平成 17年度会計収支決算報告 ················大正雄堂············· 4P 
 

 
平成 17年度会計監査報告························小池孝子遠藤タミ子4P 
 

第３号議案 議案平成１8年度事業計画（案） ··············本間 諭 ············ 5P 
 
第４号議案 議案平成１8年度会計予算（案） ··············大正雄堂 ············ 6P 
 
第５号議案 議案規約会則の改正····························· 奧山勝英············ 7P 

 
第６号議案 後任役員紹介承認 ························· 代表 奧山勝英 ············ 7P 

 
６ 議長退席 
 
７ 閉会の言葉 ······························································本間 諭 
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８５ ·········································· 議事 

第１号議案 平成１７年度事業報告 

1. 事務局関係 

.1.1. 第 6回総会を開催 

開催日時：平成 17 年 5 月 17 日(火) 13:00～15:00 

開催場所：横須賀市生涯学習センター第 3研修室 

議決権数：正会員 48中、出席 27、代表委任状 20、棄権 1 

.1.2. 役員会開催 

回数：月一回 2時間、計 12 回(24 時間) 

場所：サポートセンター 

.1.3. 会員動態 

平成 18 年 3月末 54 名 年度内:入会 16、退会 12 

平成 17 年 3月末 50 名 年度内:入会 23、退会 14 

平成 16 年 3月末 41 名  

 

2. パソコン講座開催 

注記．ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱＧｒ：ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝ講座 

3. ＰＯＮ親睦イベント開催 

 

 

 

 

 

4. その他イベント参加 

・メルマガの配信（平成 17 年 6 月～毎月） 

・市民協働推進フォーラム参加（平成 17 年 10 月 30 日） 

・サポートセンター｢のたろん｣フェアー参加（平成 18年 2 月 10 日(準備)～12 日） 

・情報ボランティアーネットワーク会議参加（平成 18 年 3月 23 日） 

 

 

 

 

 

 会員勉強会 ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 16ミリ試写室 西公民館 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱＧｒ 

開催回数 26 回 24 回 4 回 3 回 177 回 

開催時間(延) 74 時間 28 時間 12 時間 6 時間 354 時間 

延受講者さ人数

(延) 

392 名 103 名 30 名 40 名 634 名（14Ｇｒ） 

 デジカメ撮影旅行 クリスマス会 

場所 富士五湖方面 Asian Kitchen 

日時 平成 17 年 11 月 17 日 平成 17 年 12 月 12 日 

参加人数 8 名 25 名 
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第２号議案 平成 17 年度会計収支決算報告 

（会計期間：平成 17年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31日） 

【収入の部】 単位：円 

 

【支出の部】 

科 目 予算額 決算額 差引額 摘 要 

事務費 10,000 5,761 4,239 コピー・印刷代、用紙代、資料作成費 

通信費 4,500 3,480 1,020 会員への連絡費用 

会議費 3,000 7,253 △4,253 資料コピー代、役員会茶代 

総会費 13,600 20,879 △7,279 議案書コピー代、会場費、総会時弁当代 

会場費 25,400 18,600 6,800 会員勉強会 

支払活動費 438,000 364,400 73,600 IT 担当、会員勉強会、16mm映写室、西公民館などの担当 

諸経費雑費 106,000 47,000 59,000 クリスマス会負担金、のたろん活動費（懇親会費別途処理） 

予備費 20,000 0 20,000  

次期繰越金 216,213 230,048 △13,835 前年度繰越金 182,713 円より 47,335 円増加 

計 836,713 697,421 139,292  

 

2.平成 17 年度会計監査報告 

会則第 20 条の規定により、平成１7 年度（平成１7 年４月１日～１8 年３月３１日まで）の収入・ 

支出決算について、関係諸表・諸帳簿及び証票並びに現金を厳正に対照監査の結果、適切 

かつ正確であることを認めます。 

平成１8 年 4 月 18 日 

監査役 小 池 孝 子 ㊞ 

 

監査役 大 塚 博 武 ㊞ 

 

 

 

科 目 予算額 決算額 差引額 摘 要 

前期繰越金 182,713 182,713 0 16 年度からの繰越 

会費 48,000 53,500 △5,500 現在会員数 54 名 

寄付金 0 1,000 △1,000  

受託活動料 344,000 260,000 84,000 IT 担当 24 コース、16mm映写室、西公民館 

レッスン料 187,000 200,200 △13,200 会員勉強会(392人×500円,12 人×350 円) 

その他 75,000 8 74,992 銀行利息、（懇親会費を予定していたが別途処理） 

計 836,713 697,421 139,292  
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第３号議案  

第４号議案  

第５号議案  

第６号議案  

第７号議案  

第８号議案  

第９号議案  

第１０号議案  

第１１号議案  

第１２号議案  

第１３号議案  

第１４号議案  

第１５号議案  

第１６号議案  

第１７号議案  

第１８号議案  

第１９号議案  

第２０号議案  

第２１号議案  

第２２号議案  

第２３号議案  

第２４号議案  

第２５号議案  

第２６号議案  

第２７号議案  

第２８号議案  

第２９号議案  

第３０号議案  

第３１号議案  

第３２号議案  

第３３号議案  
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第３４号議案  

第３号議案 平成１8 年度事業計画（案） 

1. 事務局関係 
1.1. 第７回総会を開催 

開催日時：平成 18 年 5 月 2529日(月) 13:00～15:00 

開催場所：横須賀市生涯学習センター第 3研修室 

1.2. 役員会開催 

会の円滑な運営を図るため、月 1回以上を開催する。 

1.3. 会員勉強会開催 

楽しく勉強する機会を増やす為、可能な限り講座開催回数を増やし、更に講座内容を 

充実さていく。 

今年度は、エクセル講座に加え定期講座に初級ワード講座、デジカメ画像講座を加える。又

会員の声に合わせて臨時講座を企画していく。 

2. サポートセンタｰ講座支援 
前年度担当の「初めてのワード」「ワード中級（チラシ）」「エクセル中級（住所録）」に加え 

新たに「デジカメ講座」「エクセル中級(自治会会計)」を担当することになった。 

3. ボランティア活動Ｇｒ支援 
前年度同様、積極的に取り組む 

4. 生涯学習センター主催講座支援 
センター要請により、今年度より「初めてのパソコン講座」を担当する。 

5. 16 ミリ試写室、西公民館、大津公民館他 
前年度の継続をお願いし、支援していく 

6. ＰＯＮ親睦イベント開催 
会員の親睦を図るため、前年度実施した「デジカメ撮影旅行」「クリスマス会」に加え 

「情報関係施設見学」他を企画実施する 

7. その他イベント参加 
昨年同様、サポートセンター｢のたろんフェアー｣「情報ボランティアーネットワーク会議」等へ

参加して、ＰＯＮをＰＲしていく 

8. その他 
会員との間を繋ぐ、メルマガの内容を充実させ、読んで、見て楽しいメルマガジンに仕上げ

ていく。 

その為にも、会員のインターネット/メール接続を支援していく 
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第４号議案 議案平成１8 年度会計予算（案） 

（会計期間：平成 18年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31日） 

【収入の部】 単位：円 

 

【支出の部】 

科 目 
前年度 

決算額 
予算額 比較 摘 要 

事務・通信費 9,241 6,000 3,241 事務連絡印刷代、連絡費、事務用品費 

会議費 7,253 11,000 △3,747 役員会資料コピー・印刷代、役員会茶代 

総会費 20,879 23,000 △2,121 総会議案書代、会場費、総会時弁当茶（650×30） 

勉強会 157,600 180,000 △22,400 講師支払 125,000、会場費(25回×900 円)22,500等 

IT 講座 194,400 200,000 △5,600 講師支払(25×8,000 円) 

その他事業 31,000 50,000 △19,000 各種グループからの依頼事業の講師支払など 

その他 47,000 60,000 △13,000 懇親会補助 25,000、のたろんフェアー活動 25,000等 

予備費 0 20,000 △20,000  

次期繰越金 230,048 250,048 △20,000  

計 697,421 800,048 △102,627  

 

科 目 
前年度 

決算額 
予算額 比較 摘 要 

前期繰越金 182,713 230,048 △47,335 17 年度からの繰越 

入会金・会費 53,500 60,000 △6,500 前期末会員数 54 名 

勉強会 200,200 225,000 △24,800 会員勉強会(450人×500円) 

IT 講座 216,000 225,000 △9,000 IT 担当 25 コース×9,000 円、他 

その他事業 44,000 60,000 △16,000 各種グループからの依頼事業 

その他 1,008 0 1,008 寄付金。銀行利息など（懇親会費は別途処理） 

計 697,421 800,048 △102,627  
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第５号議案 会則の改正 
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第５号議案第６号議案·····································議案規約会則の改正(案) 

改正前 改正後(案)・・・平成１8 年４月１日に遡及施行す

る 

（入会） 

第 5 条 新たに本会に入会しようとする者は、 

入会申込書を提出しなければならない。 

(入会) 

・・・入会申込書を提出し、役員会で定めた入会

金を(運営内規細則参照)納入しなければならな

い。 

(会費) 

第 6 条 ・・・役員会で定めた会費を・・・ 

(年会費) 

・・・役員会で定めた年会費を(運営細則内規参

照)） 納入しなければならない。 

(退会) 

第 7 条会員は退会しようとするとき、・・・退会し

たものとみなす。 

 

（退会及び休会） 

会員は退会及び休会しようとするとき、・・・退会

したものとみなす。 

但し、休会 1 年になる及ぶとき、年会費を免除

する。 

休会 1 年未満で復帰するとき、その年会費は、

運営細則内規に従う。 

 （運営細則内規） 

入会金 1000 円 

年会費 1000 円 

但し、その年度の 10 月 1日 

以降入会の場合 500 円 
 

 
第６号議案 後任役員紹介承認 

監査役 斉藤静枝さんの退会（平成 17 年 9 月 23 日付）に伴い、同日開催の役員会に於い

て奥山代表より会則第9条8項に基づき、大塚博武さんを監査役に推薦し、役員全員これを

承認した。従って、会則第 9条 8項に基づき本総会で事後承認をお願いしたい。 


